
宇部市一般廃棄物収集運搬業務委託（ 業務 E） 仕様書 

 

１  目的 

 本仕様書（ 以下「 仕様書」 と いう 。） は、 宇部市一般廃棄物収集運搬業務委託（ 業務 E） の概要

を示し たものであり 、 業務を行う に当たっ ては、 仕様書に従い、 実施するも のと する。  

 

２  業務の概要 

 宇部市内の指定する区域で、 ｢宇部市ごみステーショ ン設置に関する要綱｣に基づき設置さ れた

ごみステーショ ン（ 以下、「 ステーショ ン」 と いう 。） に排出さ れる燃やせるごみ、 ペッ ト ボト ル

を収集し 、 指定する搬入場所に運搬する業務である。  

 

３  業務の履行 

 業務を行う に当たっ ては、「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律施行令」、「 宇部市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」、「 労働安全衛生法」 等のごみ

収集等に関する関係法令・ 規則を遵守し 、 宇部市（ 以下、「 市」 と いう 。） の定めるごみ処理基本

計画及び収集計画に従って誠実、 完全に業務を履行するこ と 。  

 なお、 受託事業者は、 市から の業務委託であるこ と を十分に認識し 、 親切・ 丁寧な対応を心が

け、 市民に対し 、 不快と なる言動をと ってはならない。  

 

４  業務委託期間 

 令和６ 年４ 月１ 日 から  令和７ 年３ 月３ １ 日 まで 

 

５  業務の内容 

(１ )  収集作業及び収集区域 

①燃やせるごみ・ ・ ・ 週３ 回（ 月・ 水・ 金曜日）  

旧厚狭郡楠町と の合併前の旧宇部市の一部区域内 ※図面参照 

②ペッ ト ボト ル・ ・ ・ 週２ 回（ 火・ 木曜日）  

旧厚狭郡楠町と の合併前の旧宇部市の一部区域内 ※図面参照 

 (２ ) 収集場所  

   ・ 市が指定する区域内のステーショ ン  

    燃やせるごみのステーショ ン  ※図面参照 

    燃やせないごみのステーショ ン ※図面参照 

     ※受託事業者決定後、 収集箇所については収集開始までに市と 確認作業を実施する。  

   ※収集するステーショ ンについては、 新設・ 移設・ 増設等する場合がある。  

 (３ ) 予定業務量 

①燃やせるごみ             １ 日当たり 概ね１ ７ ト ン（ ２ 台分）  

②ペッ ト ボト ル             １ 日当たり 概ね１ ． ８ ト ン（ ２ 台分）  

    ※①②と も 最大積載量 3,000kg 程度の塵芥収集車で搬入施設まで１ 台当たり ３ ～４  

往復、 ２ 台分の換算。  

 ※②については、 一部車幅２ ｍ以下の車両でないと 進入できない場所あり 。  

  (上宇部地区： ３ か所、 琴芝地区： ２ か所、 新川地区： 2 か所、 藤山地区： 2 か所) 

 ※収集量については、 概算のため、 季節及び地区により 誤差あり 。  

 (４ ) 実施日 

   ・ 原則、 祝日を含む月曜日から金曜日（ 別紙予定表による）  

※市の指示により 変更する場合がある。  

   ・ 年末年始等、 市が指定する日については、 定期収集日以外も 収集するこ と 。  

※市ウェ ブサイト の全地区分家庭ごみ収集日程表等を参照のこ と 。  



 

 (５ ) 作業時間及び搬入先 

   ・ 作業時間は午前８ 時３ ０ 分から 午後５ 時までと し 、 下記の時間内に施設搬入するこ と 。 

ただし 、 交通事情等の受託事業者の責に因らない事由により 、 止むを得ず上記の時間ま

でに搬入できない場合は、 市に連絡し 、 対応を協議すること 。  

      施設搬入時間 午前 ８ 時３ ０ 分～午後１ ２ 時０ ０ 分 

午後 １ 時０ ０ 分～午後 ４ 時３ ０ 分 

 ・ 搬入先は、 下記の施設と する。 ただし 、 搬入先施設の状況により 、 別の施設への搬入を

指定する場合がある。 （ ※各施設管理者の指示に従う こ と 。 ）  

     燃やせるごみ      焼却場（ 環境保全センタ ー内）  

     ペッ ト ボト ル      リ サイク ルプラザ（ 環境保全センタ ー内）  

 (６ ) 定めら れた区域内に排出さ れるごみについては、 定められた日に全て収集を行う こと 。  

ただし 、 収集量の増大により 、 燃やせるごみの収集に影響ある場合は、 草等、 後日収集

が可能なものは、 後日収集を可能と する。  

(７ ) 業務従事者は、 運転員・ 収集作業員と も に本市のごみの分別区分と 出し 方を十分に理解

し 、 市で指示する適正な分別排出ができていないものがある場合には、 収集し ない。  

    収集し ない場合は、 分別不良シール等に必要事項を記入し 、 必ず貼り 付けるこ と 。  

(８ ) 臨時収集で、 市が緊急に収集する必要があると 認めて指示する場合は、 それに対処する

こ と 。  

 (９ ) 収集にあっ ては、 責任者を選任し 、 円滑・ 安全に収集に努めるこ と 。  

 

６  機材等 

 業務に使用する車両については、 以下の事項を遵守し なければなら ない。  

(１ ) 車両は、最大積載量 3,000kg 程度の塵芥収集車及び車幅２ ｍ以下の運搬可能な車両と し 、 

常用車両と は別に事故・ 故障等の不慮の事態が生じ た場合に対応が可能な代替車両を用意

する。  

なお、 常用車両は業務委託の専用車両と する。  

台数については下記のと おり と する。     
 

車 種 等 常用車両 代替車両 

最大積載量 3,000kg 程度の塵芥収集車 ２ 台 １ 台 

車幅２ ｍ以下の車両 １ 台 １ 台 

(２ ) 車両は、  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第３ 条第１ 項第１ 号イの基準を満

たす塵芥収集車と し 、 事前に市に届け出て承認を受けるこ と 。  

 (３ ) 車両は、 自己所有又は委託期間中継続可能なリ ース車両も可と する。   

リ ース車両は、 自動車検査証の使用者の氏名又は名称、 使用者の住所、 使用の本拠の位

置の表記の変更済みであるこ と 。（ 借り 手、 貸し 手は、 事故等の損害に関する事項を協議

済みであるこ と 。）  

例外的に、 年末年始又は車両事故・ 故障等の緊急時に限り 、 事前に市の承認を得たう え

でレンタ ル車両の使用も可と する。（ 借り 手、 貸し 手は、 事故等の損害に関する事項を協

議済みであるこ と 。）  

(４ ) 車両は、 市の委託車両である旨、 業者名その他、 市が指示する事項を表示し なければな

らない。  

表示内容は、 車両の左右両側に市が用意する「 宇部市一般廃棄物収集運搬委託車」 と 表

示するこ と 。 表示場所等の詳細については、 別途指示すると おり と する。  

    なお、 代替車両を使用する場合も 同様と する。  

(５ ) 契約期間満了後においては、 車両を市の委託車両と 認識し う るよう な状態で使用し ては

ならない。  



 (６ ) 車両は、 定期的に十分な点検・ 整備を行い、 常に清潔を保持し 、 業務終了後は所定の車

庫に格納するこ と 。  

 (７ ) 受託事業者は常に気象情報を受信し 、 受託事業者の負担で、 路面の凍結や積雪等の場合

のタ イヤチェ ーン、 スタ ッ ド レスタ イヤの装着等、 事故の未然防止策を講じ るこ と 。  

 (８ ) 車検・ 修理等のため、 市の承認を受けた車両以外の車両を一時使用する場合は、 事前に

市に届け出て承認を受けるこ と 。  

 (９ ) 業務に使用する車両は、 受託事業者の負担により 、 対人及び対物賠償金額無制限の自動

車保険に加入するこ と 。  

 

７  業務従事者 

(１ ) 業務従事者は、 収集車１ 台につき運転員１ 名及び収集作業員１ 名以上乗車し 、 収集作業

に当たるこ と 。 なお、 業務従事者の正規・ 非正規は問わない。  

(２ ) 車両１ 台につき、 乗車する者は必ず１ 名を塵芥収集運搬業務に従事し た経験を有する者

と する。  

    また、 業務の習熟と 安全を確保するため、 こ の者は基本的に固定すること と する。  

(３ ) 業務従事者の服装を統一するこ と 。  

(４ )  車両運転時を含め、 業務従事中は禁煙と する。  

(５ ) 業務従事者の勤務態度、 業務履行状況が不良であると 認められる場合は、 市の業務従事

者の変更を受託事業者に指示できるものと する。  

 (６ ) 業務従事者については、 あらかじ め市に届け出るこ と 。 また、 変更がある場合も 速やか

に届け出ること 。  

 

８  業務の履行における注意事項 

 (１ ) 受託事業者は、 業務従事者に対し 以下の研修・ 教育・ 指導を行わなければならない。  

①業務の開始日から 直ちに適正に業務を履行できるよう 、 事前に業務従事者に対し て十

分な研修を行う こ と 。 なお、 その費用については、 受託事業者負担と する。  

②収集ごみの量が最大積載量を超える場合は、 一度処理し た後、 業務を続けるこ と 。  

③適正に業務を行う ため、 また、 交通事故・ 労働災害を防止するために、 業務従事者に対

し 、 次に掲げる項目の十分な研修等を行ったう え、 業務に従事さ せるこ と 。  

    (ア) 安全運転に関するこ と 。  

    (イ) 安全作業（ 機械作業、 積込方法、 収集場所確認、 禁煙） に関するこ と 。  

    (ウ) 作業内容に関するこ と 。  

    (エ) 市民応対マナーに関するこ と 。  

    (オ) 市の分別ルール、 ごみの排出方法（ 収集品目、 対象品目等） に関すること 。  

    (カ) 廃棄物処理法、 道路交通法、 その他関係法令に関すること 。  

    ④研修実施後も 、 上記の研修を定期的に行う こ と 。  

⑤運転員に対し 、 車両運転前に必ず次に掲げる項目を確認するこ と 。  

(ア)  運転免許証を携帯し ているこ と 。  

(イ)  運転免許証が有効であるこ と 及び眼鏡の着用等の条件を満たし ていること 。  

(ウ)  運転免許の停止・ 取消等の処分を受けていないこ と 。  

(エ)  アルコ ール類を飲用し ていないこ と 。  

(オ)  呼気中のアルコ ール検査を実施し てアルコ ールが検出さ れないこ と 。  

    ⑥定期的に業務従事者の健康状態を確認すると と も に、 業務従事中には、 業務従事者の

健康状態を留意し 、業務遂行に支障があると 判断さ れる場合には、代替の業務従事者を

用意するこ と 。  

    ⑦業務従事者の労働管理等に当たっ ては、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償

法、 健康保険法、 厚生年金保険法、 雇用保険法等の労働関係法規を遵守すること 。  

 (２ ) 収集作業中は、 周囲の人や車の安全を妨げるこ と がないよう 十分配慮し 、 坂道に車両を



停車し て収集作業を行う 場合は車止め等の安全措置を講ずるこ と 。  

収集後は、 散乱・ 飛散物の除去を行い、 収集場所の清潔保持に努めるこ と 。  

 (３ ） 車両運転時は、ホッ パド アを閉めて道路へのごみ等の飛散防止に努め、安全運転に徹し 、

道路交通法（ 昭和３ ５ 年法律第１ ０ ５ 号）、 その他の関係法令を遵守し 事故防止に努める

も のと する。  

 (４ )  故障・ 事故等により 当日中に行う べき業務を完了し 得ない場合は、速やかに予備車両を

使用し 、 業務を完了さ せるこ と 。  

 

９  市民対応 

 (１ ) 受託事業者は、 業務の効率的実施と 公共性を十分に認識し 、 常に市の業務を請け負って

いるこ と を念頭に置き、 作業に際し ては服装・ 言葉づかい・ 態度等において市民の信頼を

損なわないよう にし 、 市民への奉仕を心がけるこ と 。  

 (２ ) 受託事業者は、 いかなる理由があっても、 市民等から金品その他の物を収受し てはなら

ない。  

 (３ ) 受託事業者が市民等から業務に関する苦情等を受けたと きは、受託事業者が誠意をも っ

て対応するこ と 。 また、 対応内容を市へ報告すること 。  

 

１ ０  連絡体制 

 (１ ) 受託事業者は、 責任者を届け出るこ と 。 なお、 市から の連絡を確実に受け、 業務従事者

に対し 、 明確な指示ができる体制をと るこ と 。  

(２ ) 受託事業者は、 業務の作業終了後や休日等において、 市から の緊急連絡や収集作業依頼

等に対応できる体制をと るこ と 。  

 

１ １  報告事項 

  (１ ) 業務に係る月報（ 日報集計） を、 翌月の５ 日までに市の指定する様式により 、 市へ提出

するこ と 。（ 電子メ ール等での提出可）  

(２ ) 受託事業者は、 労働災害等の事故が発生し た場合は、 直ちに市に連絡し 、 自ら適切な処

置を取ると と も に、 書面（ 任意様式） にて速やかに市に報告するこ と 。  

 (３ ) 受託事業者は、 交通事故、 車両火災等が発生し た場合は、 直ちに市に連絡し 、 自ら適切

な処置を取ると と も に、 書面（ 自動車事故報告書等） にて速やかに市に報告すること 。  

 (４ ) 所定の報告のほかに、 市から業務の履行状況について報告を求めら れた場合は、 直ちに

報告するこ と 。  

 (５ ) 市は、 必要に応じ 、 業務の履行状況の検査を実施するこ と ができるものと する。  

 

１ ２  損害の負担 

  業務中に発生し た事故や、負傷に係る損害（ 第三者に及ぼし た損害を含む） に関し て、市は、

一切の責任を負わない。  

  ただし 、 その損害が市の責に帰すべき事由により 生じ た場合はこ の限り ではない。  

 

１ ３  その他 

(１ ) 受託事業者は、 業務を行う に当たり 、 市と 十分な連絡を取り ながら、 業務の完遂を期す

るものと し 、 常に業務従事者に周知徹底が図られるよう な連絡体制を整えるこ と 。  

(２ ) 受託事業者は、 委託期間満了に際し ては、 次年度受託事業者への引継ぎを十分行う こ と

と し 、 業務に支障をきたさ ないよう にするこ と 。  

(３ ) 受託事業者は、 仕様書に定める事項のほか、 公募型プロポーザルで提案し た事項に

ついては、 原則実施するも のと する。 但し 、「 協力は任意」 と し た事項及び新規提案、

または、 実施困難な事由が生じ た場合は、 別途協議するこ と と する。  

(４ )  仕様書に定める事項に疑義が生じ たと きは、 双方でその都度協議するものと する。  



 

参考 

処理施設の所在等 

・ ごみ焼却場 

電話０ ８ ３ ６ －３ １ －３ ６ ６ ４  

宇部市大字沖宇部沖の山５ ２ ７ ２ 番地５  

 

・ リ サイク ルプラ ザ 

 電話０ ８ ３ ６ －３ １ －５ ５ ８ ４  

 宇部市大字沖宇部沖の山５ ２ ７ ２ 番地５  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○
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土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○
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木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○

○ ▲

令和7年1月5日（ 日） ・ ・ ・ 週3回の燃やせる ごみ（ 西地区） は祝日

令和7年1月6日（ 月） ・ ・ ・ 週3回の燃やせる ごみ（ 東地区）

令和6年度　 業務実施予定表（ 業務Ｅ ）

令和6年4月

令和6年5月

令和6年6月

令和6年7月

令和6年8月

令和6年9月

令和6年10月

令和6年11月

令和6年12月

令和7年1月

令和7年2月

＜令和7年１ 月から ３ 月の日程については、 変更が有り 得るため、 注意し てく ださ い。 ＞

令和7年3月

週3回の燃やせる ごみ 156日 燃やせないごみの日 96日

0日


